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Event Information イベント情報

港区商店街連合会の情報はこちらから▶
みなと区商連ニュースに掲載希望の方は
港区商店街連合会 事務局までご連絡ください
●TEL：03-6453-9222

※X（旧 twitter）、Instagram等の SNSをお持ちの商店会は、港区商店街連合会の SNSのフォローをお願いいたします。

第 74回 港区商店街連合会定時総会を開催。
臼井浩之会長就任から一年、継続事業を見直しつつ、新たな事業拡大を進めていきたい。

れらをどのように展開していくか方向性を見極め
ていくことに注力して一年を過ごした。今期はそ
れらを糧にさらに新しい事業を進めていきたい
と考えている」というお話がありました。
　定時総会後は２階マグノリアホールに会場を
移し、懇親会が開催されました。

　5月29日（水）東京プリンスホテル3階ゴールデンカップにて、港区商店街連合
会・第74回定時総会が開催されました。総会では臼井会長が議長に選任され、
令和５年度の事業報告、一般会計収支計算書及び財産目録、監査報告、及び令
和６年度の事業計画、予算などが審議され、いずれも承認されました。
　冒頭の臼井会長のご挨拶では、「会長に就任してちょうど一年。港区全体のこ
とを考えるようになり、皆さんの街を知ること、区商連の事業を把握すること、そ

Column ●会長コラム

イベント名 開催日 会場 主催商店会

天の川蛍祭 2024 7/6（土）・7/7（日） 白金アエルシティ、白金ザ・スカイ等 白金プラザ会

納涼・七夕祭りイベント 7/6（土） 田町センタービル内及び外構部 田町センタービルピアタ会

第 13 回 白金阿波踊り 7/14（日） 三光児童遊園、白金北里通り等 白金北里通り商店会

魚らんプチ祭り 7/20（土）・7/21（日） 魚らん銀座商店会内 魚らん銀座商店会協同組合

芝浦二丁目商店会納涼盆踊り大会 7/13（土）・7/14（日） 船路橋児童遊園前広場 芝浦二丁目商店会

第 50 回町ぐるみ三田納涼カーニバル 7/20（土） 歩行者天国 札の辻交差点→三田２丁目交差点 他 三田商店街振興組合

品川駅港南商店会夏祭り 7/12（金）～7/21（日） 品川駅港南口駅前広場 (ふれあい広場 ) 品川駅港南商店会

第 27回新橋こいち祭 7/25（木）・7/26（金） JR 新橋駅西口周辺 新橋地区商店会

芝まつり 7/26（金） 芝新堀町児童遊園 芝商店会

芝浦まつり 7/26（金）・27（土）・28（日） 芝浦三丁目なぎさ通り 芝浦商店会

盆ダンスフェスティバル2024 7/28（日） 白金児童遊園 高輪台商店会

海岸２・３丁目商店会 海岸まつり 8/2（金）・8/3（土） 港区立埠頭公園 海岸２・３丁目商店会　

四の橋夏まつり 8/3（土）・8/4（日） 白金商店街街区内 白金商店会　

麻布十番納涼まつり 8/24（土）・8/25（日） 麻布十番商店街全域 麻布十番商店街振興組合

赤坂盆踊り2024 8/30（金）・8/31（土） サカス広場 赤坂通り商店会、赤坂みすじ通り会

南青山EAT&JAZZ ストリート 9/7（土） 南青山三丁目周辺 南青山外苑西通り商店会

赤坂秋まつり2024 9/13（金）・9/14（土） 一ツ木通りステージ他 赤坂商店街協議会

日赤通り秋まつりバザール 9/15（日） 日赤通り商店街 日赤通り商栄会

ミニ縁日 東麻布 10/4（金）・10/5（土） 麻布イースト通り 東麻布商店会

謝恩納涼盆踊り大会 7/28（日）・7/29（月） 青山善光寺境内 青山表参道商店会

新一の橋祭り 8/24（土）・8/25（日） 東麻布三丁目都道沿い 新一の橋商店会

※日程や内容は変更および中止になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

商店街の夏から秋にかけてのイベント情報です。掲載内容は変更・中止となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

▲定時総会の様子

　海岸2・3丁目町会商店会は、コロナ禍前
の2019年に発足した新しい商店会です。こ
の地域は東京港の倉庫街として、またレイ
ンボーブリッジが開通してからはオフィス
ビルとマンションが増えている、お台場の
対岸の町になります。
　古くから地元民に愛されている生活に密
着した店、お台場の夜景が見えるお店な
ど、お洒落なお店も増えてきています。会
員数は20店舗です。

　イベントとしては、８月に埠頭公園で行
われている海岸祭り、12月には餅つき大会
を行っています。近隣も含めてタワーマン
ションの建設等で人口が増えてますので、
これから更に発展する可能性がある地域
だと思っております。
　去年、会長になったばかりでまだまだで
すが、生まれ育った町として皆さんと共に
成長、発展していきたいと思っております。

山本 哲也 会長●海岸2・3丁目商店会

海岸祭りや餅つき大会の様子▶



「買い物するなら地元の商店街で」
商店街のさらなる活性化を目指して

作られたロゴです。
シンプルで目に留まりやすい
デザインとなっております。

商店会のイベントポスターやチラシに
ぜひご活用ください。

芝信用金庫

この街の“ホームドクター”
しばしんが豊かな暮らしを応援します

しばしん港区の支店

充実の49 店舗ネットワーク

本店営業部 新橋6-23-1 TEL（3432）3261

赤坂オフィス 赤坂 6-14-15-１階 TEL（6277）7130

新 橋 支 店 西新橋1-14-2 TEL（3502）3451

三 田 支 店 芝3-43-15 TEL（3453）1231

高 輪 支 店 高輪2-3-20 TEL（3441）8201

白 金 支 店 白金5-7-14 TEL（3447）2441

天王洲ATMコーナー
（窓口業務は行なっておりません。）

（融資特化型オフィス）

港南4-6-7 ワールドシティタワーズ キャピタルタワー 1 階

商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫が無担保・保証人不要
（保証協会の保証も不要）で融資を行う制度です。

東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング南館５階
東京商工会議所 港支部 TEL.03-3435-4781

融資限度額：2,000万円
返 済 期 間：運転資金７年以内（据置期間１年）
　　　　　　設備資金10年以内（据置期間２年）
融 資 利 率：1.45％（2024年６月１日現在）

※港区から支払利息の30％を3 年間補助（条件あり）
※一定の要件を満たす資金については、上記利率より
　当初２年間 0.5％引き下げとなります。

制度の詳細はこちら↑

マル経融資

小規模事業者のみなさんへ

マル経融資のご案内

経営に関するお悩みをお持ちの方「窓口専門相談」をご利用ください。会員・非会員問わずご利用できます。

マル経融資のご案内

※審査の結果、ご希望に沿えないことがございます。

エスプラナード赤坂商店街振興組合の
城所ひとみさんが理事長をご退任

　50回の歴史の中で、荒天での中止は一度もなく、東日
本大震災の時も節電対策として時間帯を変更して開催し
ました。ただコロナ禍では２度の開催中止を経験し、同時
に三田エリアの開発も進み街が変わって行く中、我々もサ
ンバではなく、より子どもたちに楽しんでもらえる子ども
たちが主役のお祭りを目指し、地域の小学生たちが参加
するステージを取り入れたり、子どもたちの憧れであるプ
ロラグビーチーム「サンゴリアス」やプロバスケットボール
チーム「サンロッカーズ」などと連携し、新たなお祭りへ
と進化し続けています。
　そして今年もオープニングパレードはもちろん、都道で
のビアパーティー、札の辻スクエアでのステージなど楽し
い催しがいっぱいです。また初の試みとして「盆踊り」も
行います。ぜひ遊びにいらしてください。

　町ぐるみ三田納涼カーニバルは、50年以上前、慶應義塾大学の三田祭に三田
商店街振興組合の前身である三田商店会として仮装行列に参加したことから始ま

りました。三田商店街振興組合となって以降は三田通り
の国道１号線部分（三田１丁目交差点から三田二丁目交
差点）およそ500mを歩行者天国とし、上り車線側では
毎回地元の企業も数多く参加するバラエティーに富んだ
仮装パレードが行われていました。そのパレードのラス
トを飾っていたのが本場ブラジルのサンバチーム。その
後、交通量の増加、道路拡張工事などにより、開催場所
を三田通り都道部（三田二丁目交差点から札の辻交差
点）へと変更し、仮装パレードがなくなり、サンバのス
テージだけが残る形となりました。

　５月29日（水）開催の定時総会後の懇親会では、長年にわたり、エスプ
ラナード赤坂商店街振興組合の理事長を務めた城所ひとみさんに花束
の贈呈が行われました。城所さんからは「当時、女性の理事長は日本には
いなかった。周囲は戸惑いつつ、一生懸命に
心を砕いてくれていた。利き酒師の資格を持つ
ほどのお酒好きが功を奏して皆さんの仲間に
入ることができた。商店街は素晴らしいところ
だが、女性を大切にする街づくりをすればより
素晴らしい街になる。充実した35年間をありが
とうございました」というご挨拶がありました。
城所さん、長い間ありがとうございました。

トピックスTopixトピックスTopix

注目記事特集記事

▲城所ひとみさん

▲臼井会長から城所さんへ
　花束の贈呈

Special Attention ●第 50回町ぐるみ三田納涼カーニバル

第50回 町ぐるみ三田納涼カーニバル●７月20日（土）16:00～21:00

●城所ひとみさんがご退任　●喫煙可能室を設置した際は届出が必要

飲食店においては原則屋内禁煙化
喫煙可能室を設置した際は届出が必要

▲昨年の「子ども商店体験」の様子

第43回みなと区民まつりは
芝公園、増上寺などで開催

　毎年20万人が来場する、みな
と区民まつりが、10月1 2日
（土）・13日（日）・14日（月祝）
の３日間で開催されることにな
りました。港区商店街連合会で
は、12日（土）・13日（日）の２
日間で「子ども商店体験」を実
施。夏休み明けから参加者募集
を開始する予定です。

（土） （日）
10/14
（月祝）

10/12

▲1956 年当時の写真

▲1988 年当時の
　仮装パレードの様子

▲実行委員会のミーティングの様子▲1988 年当時の様子

1.概要
各商店会の事務負担軽減のため、商店会主催イベントの補助金処理を代
行するための支援員（委託事業者）を希望する商店会に派遣します。ま
た、区商連SNSを活用し、商店街の魅力を発信するため、SNS投稿の原
稿案を作成し、区商連に提供します。なお、当事業は、試行実施のため、
対応できる件数に限りがあります。
2.実施方法
イベント終了後、委託事業者が各商店会を訪問した上で、イベントのチラ
シ・ポスター等の現物回収及び領収書等をコピー。区に提出する実績報
告書案を作成し、商店会に提出します。商店会は提出された書類の内容
を確認し、押印の上、申請書を提出します。
3.対象商店会（予定）
派遣を希望する12商店会（１商店会２イベントまで）
希望多数の場合、事務局員がいない商店会を優先した上で、抽選にて決
定いたします。

商店会活動における支援員派遣について

お問い合わせ：港区産業振興課 産業振興係／吉田・加藤
TEL：03-6435-4601／メール：shoukou3@city.minato.tokyo.jp

！

　今年度より港区に入区し、産業振興課の商店
街担当になりました鈴木光陽です。新橋、麻布、
芝三田地区の商店会を担当させていただきます。
趣味は野球観戦、舞台鑑賞です。わからないこと
ばかりでご迷惑をおかけすると思いますが、少し
でも皆様のお役に立てるように精一杯頑張ります
のでどうぞよろしくお願いいたします。

産業振興課・産業振興係
新しい担当職員のご紹介！

鈴木 光陽（すずき ひかる）さん▶

　総務部契約管財課契約係から異動してまいり
ました、加藤智恵子と申します。趣味は、旅行、
サッカー観戦です。今年度は港区商店街の魅力を
発信する新規事業を担当させていただきます。皆
さまにお知恵をお借りしながら、港区商店街なら
ではの事業となるよう全力で努めてまいります。よ
ろしくお願いいたします。

産業振興課・産業振興係
新係長のご紹介！

加藤 智恵子（かとう ちえこ）さん▶

　総務部人権・男女平等参画担当から異動してま
いりました、藤咲絢介と申します。趣味はキャンプ
です。キャンプのお供になる美味しい食べ物とお
酒を商店街で探したいと思います。ぜひ、おスス
メを教えてください。にぎわいを創出する場とし
て、商店街があり続けられるよう力を尽くしてまい
りますので、よろしくお願いいたします。

産業振興課・産業振興係
新課長のご紹介！

藤咲 絢介（ふじさき けんすけ）さん▶

10/13

サンバが主役のお祭りから子どもたちが主役のお祭りへ
記念すべき第50回 を迎える「町ぐるみ三田納涼カーニバル」は７月20日（土）開催

お問い合わせ TEL：03-6400-0083

みなと保健所健康推進課受動喫煙防止対策担当

　令和2年4月1日から、飲食店においては原則
屋内禁煙化が開始されています。喫煙室を設け
た場合は、基準を守った喫煙室でのみ喫煙が可
能となります。喫煙室には20歳未満の方は立ち
入り禁止とし、適切な標識の掲示が必要です。
　既存の小規模な飲食店においては、令和2年4
月以降も、一定の条件を満たした場合には、店
内の全部または一部に、喫煙ができる場所とし
て喫煙可能室を設置することが経過措置として
認められています。喫煙可能室を設置した場合
は、保健所に届出が必要となりますので、以下の
要件を確認していただき、喫煙可能室を設置し
た際は届出をしてください。

＜喫煙可能室が設置できる飲食店の要件＞（以下の全ての要件を満たすこと）
1.令和2年4月1日時点で既に営業している
2.施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
3.個人経営もしくは中小企業（資本金等が5,000万円以下）
4.従業員がいない※労働基準法第9条に規定する労働者（正社員、契約社員、アルバイト、パート等）
＜室外へたばこの煙が流出することを防ぐための技術的基準＞
喫煙可能室を設置した際は、以下の基準を満たす必要があります。
1.出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
3.たばこの煙が施設の屋外に排気されていること※屋内全部を喫煙可能とする喫煙可能店は、2.のみ遵守

ホームページ


